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資料３ 

水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の水域類型の 
指定の見直しについて（報告案） 

 
Ⅰ．河川水域 

政令別表による 

名  称 
水  域 水域類型 達成期間 

現行の 

類型 

利根川水系の江戸川

及び旧江戸川 

江戸川下流（２） 

（江戸川旧川） 
河川Ｂ 直ちに達成 河川Ｃ 

荒川水系の荒川 

荒川中流 

（熊ケ谷から秋ケ

瀬取水堰まで） 

河川Ａ 直ちに達成 河川Ｂ 

天竜川水系の天竜川 

天竜川（5） 

（鹿島橋より 

下流） 

河川 AＡ 直ちに達成 河川Ａ 

淀川水系の猪名川 

猪名川上流 

（箕面川合流点よ

り上流） 

河川 A 直ちに達成 河川Ｂ 

 
(説明) 

 
１．江戸川下流（２） 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成11年度以降8年連続してＢ類型相当

の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川Ｂ類型」

とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
２．荒川中流 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成9年度以降10年連続してＡ類型相当

の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川Ａ類型」

とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
３．天竜川（５） 
 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成6年度以降13年連続してＡＡ類型相

当の水質を満たしており、現状の水質を維持するため、水域類型を「河川ＡＡ

類型」とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 

 
４．猪名川上流 

 ＢＯＤの水質が改善傾向で推移し、平成9年度以降10年連続してＡ類型相当

の水質を満たしており、また、Ａ類型に相当する水道及び水産利用があること

から、水域類型を「河川Ａ類型」とし、達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
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Ⅱ．湖沼水域 
政令別表による名称 水域 水域類型 達成期間 現行の類型 

利根川水系利根川 

須田貝ダム 

（洞元湖） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

 

段階的に暫定目標

を達成しつつ、環境

基準の可及的速や

かな達成に努める。 

全窒素：平成２５年

度までの暫定目標

0.29mg/l 

全燐：平成２５年度

までの暫定目標

0.018mg/l 

－ 

木曽川水系の木曽川 

味噌川ダム 

（奥木曽湖） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

吉野川水系吉野川 

長沢ダム 

（長沢貯水池） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

吉野川水系吉野川 

大橋ダム 

（大橋貯水池） 

（全域） 

湖沼Ａ 直ちに達成 河川 AA 

湖沼Ⅱ 

窒素を除く 
直ちに達成 － 

 
（説明） 

１．須田貝ダム貯水池 
 湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当する水産の利用があることから、「湖沼Ａ類型・

湖沼Ⅱ類型」とする。達成期間はＣＯＤについては「イ 直ちに達成」とする

が、窒素及びりんについては現在見込み得る対策を行ったとしても、５年後に

おいて達成が困難なため、段階的に暫定目標を達成しつつ環境基準の可及的速

やかな達成に努めることとし、達成期間は【ニ 段階的に暫定目標を達成しつ

つ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。】とし、平成２５年度までの暫定

目標 全窒素0.29mg/l、全燐 0.018mg/lとする。 
 
２．味噌川ダム貯水池 
 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
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３．長沢ダム貯水池 

 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】する。 
 
４．大橋ダム貯水池 
 現状で湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型相当であるＣＯＤ及びりんの水質を維持する

ため「湖沼Ａ類型・湖沼Ⅱ類型」とし、水質の現状から窒素は適用除外とする。

達成期間は【イ 直ちに達成】とする。 
 



1 
 

資料３参考１ 
＜陸域環境基準類型指定専門委員会第１回資料５より＞ 

 

水質汚濁に係る環境基準水域類型指定の考え方及び見直し方針（案） 

 
１．水域の類型指定の考え方 
（１）全体の考え方 
  ① 「水質汚濁に係る環境基準について」（告示・S46.12.28 環告 59）(以下、「告

示」という。)第１の 2(2)において、類型指定を行う際の基本的な考え方が以下
のとおり示されている。 

    ア 水質汚濁に係る公害が著しくなっており、又は著しくなるおそれのある水

域を優先すること。 
    イ 当該水域における水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況を勘案すること。 
    ウ 当該水域の利用目的及び将来の利用目的に配慮すること。 
    エ 当該水域の水質が現状よりも少なくとも悪化することを許容することと

ならないように配慮すること。 
    オ 目標達成のための施策との関連に留意し、達成期間を設定すること。 
          （略） 
 
（２）湖沼に係る類型指定の必要性の判断について 
 ①人工湖沼の湖沼類型当てはめ対象の考え方 
  告示別表2の 1(2)において、湖沼の定義を以下のとおりとしている。 

 天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間
が 4日間以上である人工湖。 

  
 ②湖沼の全窒素及び全燐に関する環境基準について 

告示別表 2の 1(2)のイの備考 2において、湖沼の全窒素及び全燐に係る環境基 
準の類型指定について以下のとおりとしている。 
水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある

湖沼について行うものとするが、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物

プランクトンの増殖の要因となる湖沼（全窒素／全燐比が 20 以下であり、か
つ全燐濃度が 0.02mg/l以上である湖沼。（水質汚濁防止法施行規則第 1条の 3
第 2項第 1号））についてのみ適用とするものとする。 
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（３）暫定目標の設定に関する考え方 
   「水質汚濁に係る環境基準の達成期間の取扱いについて」（S60.6.2 付け環水管

第 126号）により、暫定目標の考え方が以下のとおり示されている。 
    湖沼については、「水質汚濁に係る環境基準について」（告示）の環境基準の達 

成期間の分類により難い場合は、達成期間を「段階的に暫定目標を達成しつつ、

環境基準の可及的速やかに達成に努める。」とすることができるものとし、こ

の湖沼についての暫定目標については、おおむね 5年ごとに必要な見直しを行
うこと。 

   なお、暫定目標の考え方については、告示第3の 2(1)を参照（別添参考資料）。 
 
２．今回の水域の類型指定の見直し方針（案） 
（１）河川の見直しの方針（案） 
 １）見直しを検討する水域 
   上位類型の基準を満足しいている水域 
２）見直しの考え方（前回見直しの際の考え方を引用） 

上位類型の基準を満足していることの判断は以下のとおりとする 
①原則として 5 年間以上安定して上位類型の基準を満足している B 類型以下の
水域。 
②原則として 10年以上安定して AA類型を満足している A類型の水域。 
③水域類型の見直しにあたっては、BODの測定値を基本に検討し、その他の項
目については必要に応じて考慮して進めるものとする。 
④湖沼と併せて水系単位で見直しを検討し、水系内での検討を進める。 

 
（２）湖沼類型未設定人工湖沼の河川類型から湖沼類型当てはめの方針（案） 
 １）見直しを検討する水域 
   ①湖沼類型未設定人工湖沼の河川類型から湖沼類型当てはめ 
   貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が 4日間以上

である人口湖に該当する水域（滞留時間を検討中の水域を含む）であり、現在

河川として類型指定されている水域。 
 ２）見直しの考え方 
   ①湖沼の類型指定の当てはめについては、これまでの考え方1.(2)を踏まえて検

討する。 
   ②人工湖沼における利用目的の適応性に関する検討については、前回の陸域環境

基準専門委員会（第 5回）において示された基本的な考え方（資料 4-2-1）を
参照して検討する。以下資料の抜粋を参照。 
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1)下流の河川水域で上水道の取水がなされている湖沼の扱い 
         生活環境に係る水質環境基準は、水域ごとに利用目的を勘案し、類型をあては 

めている。下流域の取水地点を含む河川水域には、当該水域の利用目的を勘案し

た河川としての類型があてはめられていることが一般的であり、また、取水位置

も、人工湖の影響を直接受けるダム地点の直下から、流下過程で支流等の流入や

雨水、排水の流入等により水質が大きく変化する中下流域まで様々である。 
したがって、当該取水地点における水質保全を図る上でダム貯水池の水質が密接

不可分の関係にある場合には、ダム下流域の利水もダム貯水池の利用目的に含め

ることとすることが適当である。 
    2)水産利用 
     水質保全の目標であり、現状を踏まえた目標として、漁業権魚種による機械的

な判定はあらため、漁業権も踏まえつつ、指定権者が地域の意見を十分聴取して

指定すべきもの。一律の判定基準にはなじまない。 
    3)自然環境保全 
     自然探索には様々な水準があるが、環境基準において最も高いランクの水質が 

必要とされるのは、厳然たる自然地の探索であると考えられる。人工湖の場合、 
もとより自然が大きく改変された場であるため厳然たる自然地には当たらない 
が、多くの人に親しまれる親水空間として、可能な限り良好な水質を維持する必 
要がある。 

   4) 利水目的の適応性から判断される類型よりも現状の人工湖の水質が上位の類
型に相当する水質である場合 

         上記により判断される類型よりも現状の湖沼水質が良好である水域については、
平成 6 年度の行政監察勧告で示された、｢水質が改善されている水域については、
水質を再度悪化させないよう適切に類型を見直す必要がある｣との考え方に準じ、

現状非悪化の観点から現状の水質に対応する類型とする。 
 
 
 （３）暫定目標の見直し方針（案） 
   １）これまでの考え方1(1)オ及び(3)を踏まえて検討。 
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３．当面の検討対象水域（案） 
上記２．を踏まえ、整理をした結果（詳細は別紙 1、別紙 2）、以下の水域が検討対
象となる。 
（１）河川類型見直し 
   現状の水質が既存の類型より上位類型相当となっている7水域を対象とする 

河川水域名称 水域名称 都道府県
類型・

達成期間 達成状況

淀川水系猪名川 猪名川上流 大阪府・兵庫県 B　ハ B（Aを9年間達成）
筑後川水系筑後川 筑後川（３） 福岡県 B　ロ B（Aを8年間達成）※H17未達成

利根川水系江戸川
及び旧江戸川

江戸川下流（２） 東京都・千葉県 C　ロ C(Bを7年間達成）

利根川水系渡良瀬川 渡良瀬川（２） 群馬県・栃木県 B　ロ B（Aを6年間達成）
荒川水系荒川 荒川中流 埼玉県 B　イ B（Aを9年間達成）
相模川水系相模川 相模川下流 神奈川県 C　イ C(Bを11年間達成）
天竜川水系天竜川 天竜川（５） 静岡県 A　イ A(AAを12年間達成）  

 
（２）河川類型から湖沼類型への見直し 
   定義では湖沼に該当するが、現在河川の類型指定が行われている 7水域を対象とする 

名称 水系
滞留時間
(日数）

類型指定状況

須田貝ダム 利根川水系 9.0 河川AA（利根川上流(1)）
味噌川ダム 木曽川水系 208.0 河川AA（木曽川上流）
長沢ダム 吉野川水系 37.6 河川AA（吉野川上流）
大橋ダム 吉野川水系 13.1 河川AA（吉野川上流）
城山ダム 相模川水系 13.8 河川A（相模川上流(2)）
相模ダム 相模川水系 13.4 河川A（相模川上流(3)）
渡良瀬貯水池 利根川水系 検討中 河川B（渡良瀬川(4)）  

 
（３）暫定目標の見直し 
   暫定目標が設定され、5年以上が経過している 4水域を対象とする。 

名称 水系
滞留
時間

(日数)

類型指定状況
（暫定目標もしくは水域名称）

指 定
年月日

川治ダム貯水池 利根川水系 261.8
湖沼AA　湖沼Ⅱ
（COD2.0mg/l,T-N 0.32mg/l,T-P 0.02mg/l）

H13.3.30

弥栄ダム貯水池 小瀬川水系 154.3
湖沼AA　湖沼Ⅱ
（COD2.6mg/l,T-N 0.32mg/l,T-P 0.10mg/l）

H13.3.30

深山ダム貯水池 那珂川水系 74.7
湖沼A　湖沼Ⅰ
（T-P 0.011mg/l）

H13.3.30

土師ダム貯水池 江の川水系 37.3
湖沼A　湖沼Ⅱ
（T-N 0.43mg/l,T-P 0.020mg/l）

H13.3.30
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資料３参考２ 
 
生活環境の保全に関する環境基準（河川・湖沼）（水生生物保全に係る水質環境基準は除く） 

 河川（湖沼を除く） 
類型 利用目的の適応性 ｐＨ BOD SS DO 大腸菌群数 

AA 
水道 1級・自然環境保全
及びA以下の欄に掲げる
もの 

6.5 以上・
8.5以下 

１mg/l 
以下 

25mg/l以下 

7.5 mg/l
以上 

50 MPN/100ml
以下 

A 
水道2級・水産1級・水
浴及びB以下の欄に掲げ
るもの 

２mg/l 
以下 

1000MPN/100ml
以下 

B 
水道3級・水産2級及び
C以下の欄に掲げるもの 

３mg/l 
以下 5mg/l 

以上 

5000MPN/100ml
以下 

C 
水産3級・工水1級及び
D以下の欄に掲げるもの 

５mg/l 
以下 

50mg/l以下 － 

D 
工水2級・農水及びEの
欄に掲げるもの 6.0 以上・

8.5以下 

８mg/l 
以下 

100mg/l以下 
2mg/l 
以上 

－ 

E 工水3級・環境保全 
10 mg/l 
以下 

ｺﾞﾐ等の浮遊が認

められないこと 
－ 

備考 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準じる） 
    2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする（湖

沼もこれに準じる） 
（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
    2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの 

3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産 
       生物用 
水産2級：サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3級の水産生物用 
水産3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用 

   ４ 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
     工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
     工業用水3級：特殊の浄水操作を行うもの 
   ５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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２ 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1000万立法メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖) 
ア 
類型 利用目的の適応性 ｐＨ COD SS DO 大腸菌群数 

AA 
水道1級・水産1級・自然
環境保全及び A 以下の欄
に掲げるもの 

6.5以上・
8.5以下 

１mg/l 
以下 

１mg/l以下 
7.5 mg/l 
以上 

50 MPN/100mg 
以下 

A 
水道 2・3級・水産 2級・
水浴及び B 以下の欄に掲
げるもの 

３mg/l 
以下 

５mg/l以下 
1000 MPN/100mg 
以下 

B 
水産3級・工水1級・農水
及び C 以下の欄に掲げる
もの 

５mg/l 
以下 

15mg/l以下 
5mg/ 
以上 

 

C 工水2級・環境保全 6.0以上・
8.5以下 

８mg/l 
以下 

ｺﾞﾐ等の浮遊が認

められないこと 
2mg/ 
以上 

 

 (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
     2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道2,3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作又は前処理等を伴う高度の浄化操作を行うも
の 

３ 水産1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2級及び水産 3級の水産 
        生物用 

水産2級：サケ科魚類およびアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物
用 

水産3級：コイ、フナ等貧栄養湖型の水域の水産生物 
    ４ 工業用水1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
      工業用水2級：薬品注入等による高度の浄水操作又は、特殊な浄化操作を行うもの 
    ５ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
イ 
類型 利用目的 全窒素 全燐 
Ⅰ 自然環境保全 0.1mg/l以下 0.005mg/l以下 
Ⅱ 水道1・2・3級・水産１種・水浴 0.2mg/l以下 0.01mg/l以下 
Ⅲ 水道3級(特殊)・ 0.4mg/l以下 0.03mg/l以下 
Ⅳ 工水2種 0.6mg/l以下 0.05mg/l以下 
Ⅴ 水産3種・農水・工水・環境保全 １mg/l以下 0.1mg/l以下 
備考 １ 基準値は年平均値とする。 
   ２ 水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について

行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因とな

る湖沼について適用する。 
   ３ 農業用水については、前燐の項目の基準値は適用しない。 
(注)  1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２ 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 
 水道2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
 水道3級：前処理等を伴う高度の浄化操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去

が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。) 
３ 水産1 種：サケ科魚類およびアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産       

生物用 
水産2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3種の水産生物用 
水産3種：コイ、フナ等の水産生物用 

   ４ 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 
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＜河川＞ 

1. 江戸川下流(2) 

1.1 江戸川の概要 

江戸川は茨城県五霞町、千葉県野田市関宿町で利根川から分かれ、千葉県、埼玉県及

び東京都の境に沿って流下し、東京湾に注ぐ流路延長約 60km、流域面積 200.3km2に及ぶ

一級河川である。首都圏への生活用水の水源として、そして大雨の際には大量の雨水を

安全に海へ運ぶ河川として重要な役割を担っている。 

江戸川流域は商業、工業等が盛んであり、近年、特に河川の利用形態、利水形態とも

極めて多様化してしている。 

（資料：1998 日本河川水質年鑑（社）日本河川協会、江戸川河川事務所 HP をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1.流域図は、国土数値情報[流域界・非集水域（KS-273）]（国土交通省 国土計画局 総務課 国土情報整備室）

をもとに国土地理院の数値 地図 200000（地図画像）を用いて作成した。また、地図中の●(浦安橋) は

江戸川下流(2)の環境基準点を示す。 

  2.赤色の流域が江戸川流域、緑色の流域が中川流域である。 

3.中川流域は、対象流域（江戸川下流(2)）に新中川として流入することから、発生負荷量算定の対象範囲と

した。 

図 1.1.1 江戸川流域概要図 

 

1.2 江戸川下流（２）（旧江戸川）の概要 

【支川等の状況】 

江戸川は茨城県五霞町、千葉県野田市関宿町で利根川より分派して、千葉県、埼玉

県及び東京都の境に沿って流下し、途中、利根運河、左支川坂川（北千葉導水による

浦安橋 

新中川

関宿橋 

(流量観測所：西関宿) 

坂川 

(北千葉導水路の

排水場所） 
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利根川からの導水を含む）、真間川や野田、流山、松戸、市川等の各市の都市排水を

集め、東京都江戸川区東篠崎地先で旧江戸川（江戸川下流(2)）として分派し、図 1.2.1

に示すように新中川（東京都葛飾区高砂付近で中川より分派）を合流して東京湾に流

れ込んでいる。 

【行徳可動堰について】 

図 1.2.1 に示す行徳可動堰は、洪水時以外は閉じられており、平常時の江戸川の

河川水は、江戸川水門を通じて旧江戸川（江戸川下流（2））に流入している。 

【流域について】 

旧江戸川（江戸川下流(2)）の流域は、江戸川の流域に加え、途中で合流する新中

川（中川）の流域を含むため、図 1.1.1 に示すように広い範囲となる。 

【感潮区間について】 

江戸川は、江戸川水門上流では、海水の影響をほとんど受けないが、江戸川水門下

流の旧江戸川（江戸川下流（2））は、全区間で海水の影響を受ける感潮区間となって

いる。また、新中川を含む中川は、埼玉県内まで感潮区間となっている。 

【水質分布について】 

江戸川・旧江戸川、中川・新中川の BOD の平面分布は、図 1.2.2 に示すとおりで

ある。江戸川・旧江戸川の BOD は低く、中川の BOD は高い傾向となっている。（参考

資料：公共用水域水質測定結果 総括編、平成 15 年度、東京都） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「公共用水域水質測定結果 総括編、平成 15 年度、東京都」を参考に作成。 

図 1.2.1 江戸川・中川の水の流れ 
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資料：「公共用水域水質測定結果、平成 17 年度、東京都」「公共用

水域水質測定結果、平成 17 年度、千葉県」をもとに作成。 

図 1.2.2  江戸川・中川の BOD 分布(平成 17 年度：年平均値) 
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1.3 江戸川環境基準の類型指定状況 

江戸川の類型指定状況は、表 1.3.1 及び図 1.3.1 に示すとおりである。 

 

表 1.3.1 江戸川流域類型指定状況 

水域名称 水域 
該当 
類型 

達成
期間

指定年月日  

江戸川上流 
（栗山取水口より上流） 

河川 A ロ 昭和 45.9.1 
閣議 
決定 

江戸川中流 
（栗山取水口から江戸川水門まで）

河川 B ロ 昭和 45.9.1 
閣議 
決定 

江戸川下流(1) 
（江戸川水門より下流） 

河川 C ロ 昭和 45.9.1 
閣議 
決定 

利根川水系の江戸川及
び旧江戸川 
 

江戸川下流(2) 
（江戸川旧川） 

河川 C ロ 昭和 45.9.1 
閣議 
決定 

利根川の利根川 
利根川下流 
（江戸川分岐点より下流） 

河川 A イ 昭和48.3.31 
環境庁
告示 

江戸川水系の利根運河 利根運河(全域) 河川 B ロ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

江戸川水系の坂川 坂川(全域) 河川 E ハ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

江戸川水系の新坂川 新坂川（全域） 河川 E ハ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

江戸川水系の国分川 国分川（全域） 河川 E ハ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

江戸川水系の春木川 春木川（全域） 河川 E ハ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

江戸川水系の真間川 真間川（全域） 河川 E ハ 昭和48.7.31 
千葉県
告示 

荒川水系の新中川 新中川（全域） 河川 C イ 平成 9.5.13 
東京都
告示 

荒川水系の新中川 新川（全域） 河川 C イ 平成 9.5.13 
東京都
告示 
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注）江戸川下流（2）の区間は、旧江戸川と呼ばれる区間である。 

図 1.3.1 江戸川流域類型指定状況図 

AA類型
A類型
B類型
C類型
D類型
E類型

凡例

環境基準点

（
旧
江
戸
川
）

（坂川：北千葉導水の流入地点） 

関宿橋（千葉県：補助点）
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1.4 江戸川下流(2)の水質 

江戸川下流(2)の環境基準点（浦安橋）における水質は表 1.4.1 に、水質（pH、DO、

SS、BOD）の推移は図 1.4.1 に示すとおりである。 

 

表 1.4.1 江戸川下流(2)（浦安橋）の水質測定結果 

pH DO(mg/L) BOD(mg/L) 
年度 

最小～最大 m/n 最小～最大 m/n 平均 最小～最大 年平均値 75%値 適否 

H 6 7.3～8.3 0/48 4.7～14.0 1/48 7.6 1.6～11 3.6 4.4 ○ 

H 7 7.0～8.0 0/48 5.1～10.0 0/48 7.4 0.9～5.6 2.9 3.3 ○ 

H 8 7.1～8.4 0/48 3.4～10.0 2/48 7.5 1.0～7.8 2.9 3.4 ○ 

H 9 7.1～8.2 0/48 5.7～10.0 0/48 7.8 1.3～5.5 2.6 2.9 ○ 

H10 7.1～8.0 0/48 5.2～10.0 0/48 7.7 1.0～4.7 2.5 3.3 ○ 

H11 7.1～8.2 0/48 4.9～11.0 1/48 8.2 1.0～5.6 2.4 2.6 ○ 

H12 7.0～7.8 0/48 5.8～10.0 0/48 8.2 0.9～4.0 2.1 2.2 ○ 

H13 7.2～8.0 0/24 3.7～11.0 2/24 8.2 0.5～4.2 2.3 2.7 ○ 

H14 7.1～7.9 0/24 5.8～10.0 0/24 7.9 1.8～3.4 2.3 2.4 ○ 

H15 7.2～7.6 0/24 5.2～9.7 0/24 7.9 1.0～3.8 2.0 2.4 ○ 

H16 7.2～7.8 0/24 6.1～11.0 0/24 8.5 0.9～3.7 2.2 2.6 ○ 

H17 7.1～7.8 0/24 3.7～10.0 1/24 8.1 1.0～2.6 1.7 1.8 ○ 

H18 7.1～8.0 0/24 6.3～10.0 0/24 8.6 0.5～3.5 2.0 2.6 ○ 
 

SS(mg/L) 
年度 

最小～最大 m/n 年平均値

H 6 4～24 0/48 11 

H 7 3～33 0/48 11 

H 8 4～51 1/48 11 

H 9 3～77 2/48 15 

H10 2～50 0/48 15 

H11 3～130 4/48 17 

H12 4～190 4/48 24 

H13 5～68 1/24 20 

H14 4～56 1/24 14 

H15 2～23 0/24 11 

H16 3～36 0/24 16 

H17 2～34 0/24 14 

H18 3～39 0/24 15 

注）n:測定実施検体数、m：環境基準を満足しない検体数 

資料：1.環境数値データベース（国立環境研究所） 

   2.環境省資料 
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図 1.4.1 江戸川下流(2)（浦安橋）における水質の推移 
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1.5 江戸川下流(2)の利水状況 

江戸川下流(2)に係る利水状況は表 1.5.1 及び図 1.5.1 に示すとおりであり、工業用

水としての利用がある。 

江戸川下流(2)に係る漁業権は表 1.5.2 及び図 1.5.2 に示すとおりである。 

水産については、内共第 11 号（第 1,5 種共同漁業権）に限定した漁獲量等については

資料がないため、江戸川下流水域に該当する東京都及び千葉県における江戸川の魚種別

漁獲量について表 1.5.3 に整理した。 

なお、江戸川下流(2)では、魚類等の放流や漁業者による捕獲等の漁業はなされていな

い（東京都建設局河川部情報）。 

また、東京都環境局等の情報によると（表 1.5.4 参照）、江戸川下流(2)では、こい、

ふな等が生息しており、冷水性の魚類は生息していないことから、水産 3級に属するも

のと考えられる。 

 

表 1.5.1 江戸川下流(2)の利水状況 

用途 利水状況 備考 

工業 工業用水 － 

資料：国土交通省資料より作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省資料より作成 

図 1.5.1 江戸川下流(2)の利水状況 

工業用水 

AA類型
A類型
B類型
C類型
D類型
E類型

凡例

環境基準点
工水 

（江戸川下流(2)に係る利水のみ表示）

（
旧
江
戸
川
）
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江
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川
下
流

(

2

)

新中川
真間川

東京湾

江
戸
川
下
流
(

1

)

東西線鉄橋(千葉県)

浦安橋(千葉県)

浦安橋(東京都)

東京湾

江戸川水門上(篠崎水門)(東京)
江戸川水門(千葉県)

（
旧
江
戸
川
）

 

表 1.5.2 江戸川の漁業権の状況 

免許番号 主要対象魚種 漁場 備考 

内共第１1号 
（第 1,5 種共同漁業権） 

えむし、しじみ、こい、
ふな、そうぎょ、れん
ぎょ、うなぎ 

江戸川 

 

水産 3級 

 

資料：東京都資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都資料  

図 1.5.2 江戸川下流の漁業権の状況 

 

表 1.5.3 江戸川流域(東京都・千葉県)の魚種別漁獲量：平成 16 年度 

単位：ton 

魚種 あゆ こい ふな うぐい おいかわ うなぎ ぼら類 

漁獲量 0 5 4 0 0 6 4 

魚種 どじょう はぜ類 その他 魚類計 しじみ えび類 
その他水
産動物類

漁獲量 0 1 6 28 50 2 12 

注:漁獲量 0は単位未満の漁獲量であったことを示す。 

資料：2004 年度 漁業・養殖業生産統計年報 

東京東部漁協 
（内共第 11 号） 

AA類型
A類型
B類型
C類型
D類型
E類型

凡例

環境基準点
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表 1.5.4 江戸川流域の魚介類の生息状況 

項目 魚介類 備考 

主にはこい・ふな類である。 （ヒアリング先） 
東京都環境局 

あゆ、まはぜ、ちちぶ等のはぜ科、はくれ
ん、すずき、ぼら、うなぎ等 

（ヒアリング先） 
江戸川エコセンター 

こい・ふな類、うなぎ、しじみ等 （ヒアリング先） 
東京都東部漁協 

代表的及び特徴的な魚介類 

こい・ふな類、うなぎ、れんぎょ、えび類、
かに類 

（ヒアリング先） 
松戸市漁協 

いわな・やまめ類等 ・生息していない （ヒアリング先） 
東京都環境局 
江戸川エコセンター 
東京都東部漁協 
松戸市漁協 

こい・ふな類等 ・全域に生息する （ヒアリング先） 
東京都環境局 
江戸川エコセンター 
東京都東部漁協 
松戸市漁協 

資料：「平成 17 年度水生生物類型あてはめ調査報告書」（環境省） 

 



 河 1-11

1.6 江戸川下流(2)に係る水質汚濁負荷量 

1.6.1  江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量の算定について 

対象年度は、現況が平成 16 年度、将来は平成 25 年度とした。 

江戸川下流(2)への水質汚濁負荷量の流入概念図は、図 1.6.1 に示すとおりであり、

水質汚濁負荷量算定フローは、図 1.6.2 に示すとおりである。 

 

（１）対象流域について 

水質汚濁負荷量算定の対象流域は、図 1.6.1 に示すように江戸川下流(2)を含む

‘○a 江戸川流域’のほか、江戸川下流(2)には中川から分岐した新中川が流入するこ

とから‘○b 中川流域’も対象とした。 

また、江戸川は‘利根川からの分派（利根川①）’、利根川から導水することから（‘北

千葉導水路からの導水（利根川②）’）、これらについては流入負荷量として見込んだ。 

なお、江戸川と利根川を結ぶ利根運河については、現在一定方向の流れが認められ

ないが、負荷を過小評価しないよう利根運河流域についても‘○a 江戸川流域’に含め

ることとした（江戸川河川事務所からのヒアリング結果）。 
 

（２）水質汚濁負荷量について 

1) 水質汚濁負荷量の算定について（図 1.6.2 参照） 

‘○a 江戸川流域’と‘○b 中川流域’の発生負荷量と‘利根川からの分派（利根川

①）’、‘北千葉導水路からの導水（利根川②）’の流入負荷量の和として算出した。 
 

江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量 

 ＝○a 江戸川流域の発生負荷量＋○b 中川流域の発生負荷量 

＋利根川からの分派（利根川①）＋北千葉導水路からの導水（利根川②） 
 

2) 中川流域について（図 1.6.1 参照） 

中川は、高砂橋下流で新中川と本川に分岐する。そのため、○b 中川流域からの発生

負荷量は「1.6.4 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量」（p.河 2-24～p.河 2-25）に示すよ

うに、平和橋地点と小岩大橋地点の河川断面積比率（新中川：中川＝0.28：0.72）を

参考に配分した。 

 

3) 将来の下水道人口について（表 1.6.1 参照） 

下水道終末処理施設からの将来負荷算定にあたって、流域内の下水道終末処理場へ

接続する下水道人口は負荷算定で見込み、流域外の下水道終末処理場へ接続する下水

道人口は負荷算定では見込まない。 
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表 1.6.1 下水道終末処理場からの将来負荷の算定 

都県 下水道人口について 対象流域 

埼玉県 中川流域に排出される下水処理場に接続する下
水道人口の負荷は見込む。 

流域内 
(中川流域) 

・松戸市の下水道人口は、新松戸クリーンセンタ
ー分については、流域内（坂川）に排水するた
め負荷として見込む。 

流域内 
(江戸川流域) 

千葉県 

・江戸川左岸流域下水道の下水道人口は流域外の
下水処理場に接続するため負荷として見込ま
ない。 

流域外 

・足立区の下水道人口は、中川水再生センターで
処理後、流域内（中川）に排水するため負荷と
して見込む。 

流域内 
(中川流域) 

東京都 

・葛飾区、江戸川区の下水道人口は流域外の下水
処理場に接続するため負荷として見込まない。 流域外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1.江戸川下流水域の浦安橋（環境基準点）の将来水質を予測するため、水質汚濁負荷量は、江戸川流域の発

生負荷量、中川流域の発生負荷量、利根川からの流入負荷量を算定した。 

2.赤色の領域は、発生した負荷量が江戸川へ流入する地域であり、緑色の領域が中川へ流入する地域である。

「発生負荷量等算定結果」（環境省）によると、中川の高砂橋付近より東京湾側の葛飾区、江戸川区の地域

では、発生した負荷量のほとんどが下水道を経由して流域外へ流出する（図中の葛飾区、江戸川区の白抜

きの部分）。なお、新中川の流域は江戸川の支川となっているため、江戸川流域で見込んだ。 

  3.中川から新中川への発生負荷量の配分は、中川本川と新中川の河川断面積比率（新中川：中川＝0.28：0.72）

に基づき設定した。（1.6.4 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量参照） 

図 1.6.1 江戸川下流(2)への水質汚濁負荷量の流入概念図 

江
戸

川
放

水
路

（江
戸

川
下

流
(1))

利根川①（流入負荷量）

1)利根川からの分派

利根川②（流入負荷量） 

2)北千葉導水路（坂川）からの

導水 

○b 中川流域 

（発生負荷量）

○a 江戸川流域 

（発生負荷量） 

旧江戸川 

（江戸川下流(2)） 
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注）「1 発生負荷量の算定」に係る算定方法・算定結果は、「1.6.2 江戸川下流(2)の発生負荷量の算定」に示す。 

｢2 流入負荷量の算定｣に係る算定方法・算定結果は、「1.6.3 利根川流域からの流入負荷量」に示す。 

｢3 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量の集計｣結果は、「1.6.4 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量」に示す。 

図 1.6.2 江戸川下流(2)への水質汚濁負荷量算定フロー 

 

1.6.2  江戸川下流(2)の発生負荷量の算定 

（１）流域フレーム 

江戸川下流(2)に係る現況（平成 16 年度）フレームについては、当該流域が含まれ

る埼玉県、千葉県及び東京都の各市町村のフレーム値（生活系、家畜系、土地系、産

業系）を収集・整理し、流域に配分した。 

フレームの設定方法の概要は図 1.6.3、表 1.6.2 に示すとおりであり、現況及び将

来のフレームは表 1.6.3、表 1.6.4 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）1人当たりの生活汚水量（323L/人･日）は、「流域別下水道整備総合計画調査 指針と解説（平成 11 年版）」

より引用した。 

図 1.6.3 フレームの設定方法の概要 

「発生負荷量等算定調査」（環境省） 
＜使用したデータ＞ 
1)生活系：市町村別、流域別し尿処理形態別人口
2)家畜系：市町村別、流域別家畜頭数 
3)土地系：市町村別、流域別土地利用別面積 

＜現況＞ 
各系の区分毎に流域別に集計した。 
流域：「江戸川流域」 

 「中川流域」 
＜将来＞ 
表 1.6.2で示した資料をもとに流域別
に設定 

点源：「水質汚濁物質排出量総合調査」（環境省）
＜使用したデータ＞ 
・対象工場・事業所の排水量、排水水質及び排出
水域 

＜現況＞ 
各系毎に流域別に集計した。 
流域：「江戸川流域」 
   「中川流域」 
＜将来＞ 
・生活系は現況に加え、増加した下水
道人口に 1 人当たりの生活汚水量
（323 L/人・日）注）を乗じて排水量
を算定。 

・生活系以外は現状と同じ（フレーム
が大きく変化するような計画が確認
されなかったため） 

１ 発生負荷量の算定

①流域フレームの設定
②実測値法、原単位法による
負荷量の算定

２ 流入負荷量の算定

①実測値に基づいて算定

【対象流域】
○江戸川流域
○中川流域

【対象とする流入量】
○利根川からの分派：関宿
○利根川からの導水：北千葉導水路

３ 江戸川下流(2)の水質
汚濁負荷量の集計

(1発生負荷量＋2流入負荷量）
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表 1.6.2   現況・将来フレームの設定方法 

分類 設定方法 使用した資料 

●現況（平成 16 年度） 
・し尿処理形態別人口：環境省資料 1)により

流域別に把握 

1)「平成 18 年度発生負荷量等算定調査」（環
境省） 

生活系 

●将来（平成 25 年度） 
・将来人口： 

「日本の市町村別将来推計人口」2)から推
定し、各流域の人口割合にもとづき配分 

・し尿処理形態別人口： 
①下水道人口 
→都県資料 3,4)5)6)及び流域内の下水道認
可計画 7)の計画値をもとに設定。 

②合併浄化槽人口 
→埼玉県は、埼玉県資料 4)の計画値もと
に設定。 
千葉県と東京都は、将来人口と①の下
水道人口の差を現況の処理形態別の
人口比率で配分。 

③その他 
→将来人口と①、②の人口の差を現況の
人口比率で、単独処理浄化槽人口、計
画収集人口及び自家処理人口に配分。

2)「日本の市町村別将来推計人口（平成 15
年 12 月推計）」（国立社会保障・人口問
題研究所） 

3)「埼玉県の下水道 2007」（埼玉県） 
4)「埼玉県生活排水処理施設設備構想」（埼

玉県） 
5)「千葉県の下水道 2006」（千葉県） 
6)「東京都の下水道 2007」(東京都 HP) 
7)「平成 16 年度版下水道統計（行政編）」

（社団法人日本下水道協会） 

●現況（平成 16 年度） 
・家畜頭数：環境省情報 8)により流域別に集

計 

家畜系 

●将来（平成 25 年度） 
・現状と同じ（フレームが大きく変化するよ

うな計画が確認されなかったため。なお、
過去の推移をみても減少傾向であり、増加
傾向は見られない（図 1.6.4 参照）。） 

8)「平成 18 年度発生負荷量等算定調査」（環
境省） 
 

●現況（平成 16 年度） 
・土地利用別面積：環境省情報 9)により流域

別に集計 

土地系 

●将来（平成 25 年度） 
・江戸川下流(2)流域の土地利用面積の過去

の推移をみると、その他面積が増加傾向で
あったことから、過去 10 年間のその他面
積の伸び率を用い、将来と現況の比率を以
下のとおり算定し、将来の土地利用別面積
を設定した。（図 1.6.5 参照）。） 

【その他面積の H25/H16 比（面積伸び率）】
1)江戸川流域-埼玉県：1.000、千葉県：1.084、
東京都：1.000 
2)中川流域 

埼玉県：1.046、東京都：1.011 

9)「平成 18 年度発生負荷量等算定調査」（環
境省） 

●現況（平成 16 年度） 
・対象工場・事業場の排水量・排水水質：環

境省資料 10)により集計。 

点源 
･生活系 
･家畜系 
･産業系 ●将来（平成 25 年度） 

・生活系は現況に加え、将来の下水道人口を
踏まえ設定 

・生活系以外は現状と同じ（フレームが大き
く変化するような計画が確認されなかっ
たため。なお、産業系については過去の推
移をみても減少傾向であり、増加傾向は見
られない（図 1.6.6 参照）。） 

10)「平成 16 年度水質汚濁物質排出量総合
調査」（環境省） 
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注）江戸川流域及び中川流域の市区町村の家畜頭数である。 

資料：農林水産関係市町村別データ：年産（農林水産省）、農林水産統計年報 

図 1.6.4 江戸川下流(2)流域の家畜頭数の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）1.上記図の面積は江戸川流域と中川流域の合計である。 

2.H6、H11 及び H16 は発生負荷量等調査結果を用い、H7～H10、H12～H15 は内挿した。 

3.H6、H11 の発生負荷量調査では畑・果樹園面積は分類されていなかったため、H16 の流域面積に

対する畑、果樹園面積の比率より求めた。 

資料：発生負荷量等調査 

図 1.6.5 江戸川下流(2)流域の土地利用形態別面積の経年変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）江戸川流域及び中川流域の市区町村の製造品出荷額等である。 

資料：工業統計調査（経済産業省） 

図 1.6.6 江戸川下流(2)流域の製造品出荷額等の経年変化 
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表 1.6.3(1) 江戸川下流(2)流域の発生負荷量に係るフレーム（○a 江戸川流域）：現況 

現況･平成 16 年度 

○a 江戸川流域 区    分 

埼玉県 千葉県 東京都 合計 

総人口 人 0 749,100 1,000 750,100

下水道人口 人 0 490,400 0 490,400

501 人槽合併処理浄化槽点源人口 人 0 25,600 0 25,600 

501 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽合併処理浄化槽点源人口 人 0 19,100 0 19,100 

201～500 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下合併処理浄化槽人口 人 0 61,200 0 61,200 

し尿処理場利用人口 人 0 23,000 1,000 24,000 

501 人槽単独処理浄化槽点源人口 人 0 0 0 0 

501 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽単独処理浄化槽点源人口 人 0 8,000 0 8,000 

201～500 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下単独処理浄化槽人口 人 0 119,900 0 119,900 

その他分人口 人 0 1,900 0 1,900 

雑排水処理人口 人 0 152,800 1,000 153,800 

生活系 

 

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
m3/日 0 8,720 0 8,720

牛頭数 頭 0 340 0 340

豚頭数 頭 0 40 0 40

家畜系 

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 0 0 0 0

総面積 ha 650 13,901 16 14,567

山林面積 ha 0 1,005 0 1,005 

水田面積 ha 0 767 0 748

畑・果樹園面積 ha 0 1,509 0 1,509

土地系 

その他面積 ha 650 10,620 16 11,286

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 666 71,652 32,320 104,638

注）1.下水道人口、合併処理浄化槽点源人口、し尿処理場利用人口及び単独処理浄化槽点源人口について、発生

負荷量を算定する際には生活系の点源として扱う。 

資料：「発生負荷量等算定調査」（環境省）、「水質汚濁物質排出量総合調査」（環境省） 
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表 1.6.3(2) 江戸川下流(2)流域の発生負荷量に係るフレーム 

（中川流域）：現況 

現況･平成 16 年度 

○b 中川流域 
区    分 

埼玉県 東京都 合計 
新中川分

(配分結果)

総人口 人 1,592,500 605,300 2,197,800 615,384

下水道人口 人 876,000 604,000 1,480,000 414,400

501 人槽合併処理浄化槽点源人口 人 59,900 0 59,900 16,772

501 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0

201～500 人槽合併処理浄化槽点源人口 人 10,900 0 10,900 3,052

201～500 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0

200 人槽以下合併処理浄化槽人口 人 146,100 0 146,100 40,908

し尿処理場利用人口 人 73,200 1,300 74,500 20,860

501 人槽単独処理浄化槽点源人口 人 0 0 0 0

501 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0

201～500 人槽単独処理浄化槽点源人口 人 100 0 100 28

201～500 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0

200 人槽以下単独処理浄化槽人口 人 426,100 0 426,100 119,308

その他分人口 人 200 0 200 56

雑排水処理人口 人 499,600 1,300 500,900 140,252

生活系 

 

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
m3/日 575,443 182,550 757,993 212,238

牛頭数 頭 2,660 0 2,660 745

豚頭数 頭 40,260 0 40,260 11,273

家畜系 

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 0 0 0 0

総面積 ha 75,140 4,954 80,094 22,426

山林面積 ha 610 0 610 171

水田面積 ha 22,990 13 23,003 6,441

畑・果樹園面積 ha 12,761 81 12,842 3,596

土地系 

その他面積 ha 38,779 4,860 43,639 12,219

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 83,324 193 83,517 23,385

注）1.中川流域合計は、中川（綾瀬川を除く）の流域合計である。 

2.新中川分（配分結果）は、中川本川と新中川の発生負荷量の配分比率（新中川：中川＝0.28：0.72：河川

断面積より設定）に基づき設定した。 

3.下水道人口、合併処理浄化槽点源人口、し尿処理場利用人口及び単独処理浄化槽点源人口について、発生

負荷量を算定する際には生活系の点源として扱う。 

資料：「発生負荷量等算定調査」（環境省）、「水質汚濁物質排出量総合調査」（環境省） 
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表 1.6.4(1) 江戸川下流(2)流域の発生負荷量に係るフレーム（江戸川流域）：将来 

将来･平成 25 年度 

○a 江戸川流域 区    分 

埼玉県 千葉県 東京都 合計 

総人口 人 0 751,650 1,038 752,688

下水道人口※ 人 0 559,828 1,038 560,865

501 人槽合併処理浄化槽点源人口※ 人 0 19,575 0 19,575

501 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽合併処理浄化槽点源人口※ 人 0 14,049 0 14,049

201～500 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下合併処理浄化槽人口 人 0 44,585 0 44,585

し尿処理場利用人口※ 人 0 17,736 0 17,736

501 人槽単独処理浄化槽点源人口※ 人 0 0 0 0 

501 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽単独処理浄化槽点源人口※ 人 0 6,656 0 6,656 

201～500 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下単独処理浄化槽人口 人 0 88,963 0 88,963

その他分人口 人 0 260 0 260 

雑排水処理人口 人 0 113,641 0 113,641

生活系 

 

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
m3/日 0 8,853 0 8,853

牛頭数 頭 0 340 0 340

豚頭数 頭 0 40 0 40

家畜系 

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 0 0 0 0

総面積 ha 650 13,901 16 14,567

山林面積 ha 0 799 0 799

水田面積 ha 0 426 0 426

畑・果樹園面積 ha 0 1,168 0 1,168

土地系 

その他面積 ha 650 11,507 16 12,173

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 666 71,652 32,320 104,638

注）※下水道人口、合併処理浄化槽点源人口、し尿処理場利用人口及び単独処理浄化槽点源人口について、

発生負荷量を算定する際には生活系の点源として扱う。 
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表 1.6.4(2) 江戸川下流(2)流域の発生負荷量に係るフレーム 

（中川流域）：将来 

将来･平成 25 年度 

○b 中川流域 
区    分 

埼玉県 東京都 合計 1 
新中川分

(配分結果)2

総人口 人 1,622,853 562,360 2,185,213 611,860 

下水道人口３ 人 1,164,309 562,259 1,726,568 483,439 

501 人槽合併処理浄化槽点源人口３ 人 35,683 0 35,683 9,991 

501 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽合併処理浄化槽点源人口３ 人 9,663 0 9,663 2,706 

201～500 人槽合併処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下合併処理浄化槽人口 人 139,789 0 139,789 39,141 

し尿処理場利用人口３ 人 46,382 102 46,484 13,016 

501 人槽単独処理浄化槽点源人口３ 人 0 0 0 0 

501 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

201～500 人槽単独処理浄化槽点源人口３ 人 106 0 106 30 

201～500 人槽単独処理浄化槽面源人口 人 0 0 0 0 

200 人槽以下単独処理浄化槽人口 人 226,868 0 226,868 63,523 

その他分人口 人 54 0 54 15 

雑排水処理人口 人 273,409 102 273,511 76,583 

生活系 

 

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
m3/日 734,990 182,550 917,540 256,911

牛頭数 頭 2,660 0 2,660 745 

豚頭数 頭 40,260 0 40,260 11,273

家畜系 

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 0 0 0 0

総面積 ha 75,140 4,954 80,094 22,426

山林面積 ha 557 0 557 156

水田面積 ha 22,133 0 22,133 6,197

畑・果樹園面積 ha 11,904 41 11,945 3,345

土地系 

その他面積 ha 40,546 4,913 45,459 12,729

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） m3/日 83,324 193 83,517 23,385

注）1.中川流域合計は、中川流域（綾瀬川を除く）の流域合計である。 

2.新中川分（配分結果）は、中川本川と新中川の発生負荷量の配分比率（新中川：中川＝0.28：0.72：河川

断面積より設定）に基づき設定した。 

3.下水道人口、合併処理浄化槽点源人口、し尿処理場利用人口及び単独処理浄化槽点源人口について、発生

負荷量を算定する際には生活系の点源として扱う。 
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（２）発生負荷量の算定手法 

発生汚濁負荷量の算定手法は表 1.6.5 に示すとおりである。 

点源については実測値法（負荷量＝排水量×水質）、面源については原単位法（負荷

量＝フレーム×原単位）により算定した。 

面源の発生汚濁負荷量の算定に用いた原単位は表 1.6.6 に示すとおりである。 

 

表 1.6.5 江戸川下流(2)の発生汚濁負荷量算定手法 

発生源別 区分 算出手法 

下水道終末処理施設 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 点源 

し尿処理施設 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

し尿・雑排水（合併処理浄化槽）合併処理浄化槽人口×原単位（し尿＋雑排水）×（1－除去率）

し尿（単独処理浄化槽） 単独処理浄化槽人口×原単位（し尿）×（1－除去率） 

し尿（計画収集人口） し尿分はし尿処理施設で見込む 

し尿（自家処理） 自家処理人口×原単位（し尿）×（1－除去率） 

生活系 

面源 

雑排水 （単独処理浄化槽人口＋くみ取り人口＋自家処理人口）×雑

排水原単位 

点源 畜産業 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 畜産系 

面源 マップ調査以外の畜産業* 家畜頭数×原単位×（1－除去率） 

土地系 面源 土地利用形態別負荷 土地利用形態別面積×原単位 

産業系 点源 工場・事業場(マップ調査)* 排水量（実測値）×排水水質（実測値） 

注）*マップ調査：平成 17 年度水質汚濁物質排出量総合調査 

※マップ調査の調査対象は、①日排出量が 50m3以上、もしくは②有害物質を排出するおそれのある工場・

事業場であり、③指定地域特定施設及び湖沼水質保全特別措置法で定めるみなし指定地域特定施設を含

む。マップ調査対象であっても平成 16 年度調査において排水量が報告されていない工場・事業場につい

ては未規制事業場として把握した。 

 

表 1.6.6 江戸川下流(2)の発生汚濁負荷量原単位 

区  分 単位 BOD 原単位 除去率(％) 

合併処理浄化槽 g/(人・日) 58.0 81.2 

単独処理浄化槽 g/(人・日) 18.0 76.1 

雑排水 g/(人・日) 40.0 0.0 

生活系 

自家処理 g/(人・日) 18.0 90.0 

乳用牛・肉用牛 g/(頭・日) 640.0 90.0 家畜系 

豚 g/(頭・日) 200.0 90.0 

田 kg/(km2・日) 0.68  

畑 kg/(km2・日) 0.68  

山林 kg/(km2・日) 0.68  

市街地 kg/(km2・日) 35.07  

土地系 

その他 kg/(km2・日) 0.68  
注）土地系（市街地を除く）の BOD 原単位は、流総より L=0.06×QA から求めた。ただし、Lは 

BOD 負荷量（kg/(km2・日)、QA は平均比流量（l/s･km2)である。平均比流量は、近傍にある 

野田流量観測所の平成 6年から平成 15 年の比流量平均値（1.14m3/sec/100km2）を用いて算出した。 

資料：流域別下水道整備総合計画 指針と解説 平成 11 年版 (社)日本下水道協会 
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1.6.3  利根川流域からの流入負荷量 

（１）分派による利根川流域からの流入負荷量（利根川①） 

江戸川が利根川から分派する関宿橋（流量観測所：西関宿を使用）における平成 6

年度～15 年度の BOD（年平均値）、流量（年平均流量）及び流入負荷量の変遷は表 1.6.7

に示すとおりである。 

水質汚濁負荷算定に用いた現況の流入負荷量は、最新年度の実測値である平成 15

年度の値とした。 

将来の流入負荷量は、利根川上流域の排出負荷量は生活系の占める割合が大きいが、

人口の増加は見込まれず、下水道の整備も更に進む計画となっていることから、将来

において流入負荷量が増加することはないと考え、平成 6 年度～15 年度の流入負荷量

の平均とした。（後述の参考資料参照）。 

表 1.6.7 関宿橋における BOD、流量及び流入負荷量の変遷 

年度 BOD(mg/L) 流量(m3/s) 流入負荷量(kg/日) 

平成 6年度 1.8 76.99 11,973 

平成 7年度 1.6 88.39 12,219 

平成 8年度 1.6 58.65 8,108 

平成 9年度 1.2 74.39 7,713 

平成 10 年度 1.3 132.89 14,926 

平成 11 年度 1.7 112.30 16,495 

平成 12 年度 1.6 109.99 15,205 

平成 13 年度 1.1 114.45 10,877 

平成 14 年度 1.3 99.75 11,204 

平成 15 年度 1.3 101.32 11,380 

平均 1.5 96.91 12,010 

注）BOD は関宿橋の年平均値、流量は西関宿の年平均流量である。 

流量に関する最新データは、平成 15 年である。 

資料：1.環境数値データベース（国立環境研究所） 

   2.流量年表 

 

（２）北千葉導水路を通じた利根川流域からの流入負荷量（利根川②） 

北千葉導水路は、平成 13 年度より運用開始されており、1m3/s の常時導水のほか、

臨時的な導水（利根川、江戸川の水質、流量の状況により判断）を行っている（江戸

川河川事務所からのヒアリング結果）。 

常時導水及び臨時的な導水を併せた北千葉導水路からの流入負荷量は表 1.6.8 に

示すとおりである。 

水質汚濁負荷算定に用いた現況の流入負荷量は、平成 16 年度とした。 

将来の流入負荷量は、以下の理由から、運用開始後から現在までの 4 年間（平成 13
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年度～16 年度）の平均値を用いた。 

・利根川の公共用水域水質測定地点の布川（北千葉導水路の取水口の上流）におけ

る平成 6 年度から平成 16 年度の BOD の経年変化はやや減少傾向であること（図 

1.6.7 参照）。 

・「（１）分派」に示したように、利根川上流域の排出負荷量は生活系の占める割合

が大きいが、人口の増加は見込まれず、下水道の整備も更に進む計画となってい

ることから、将来において流入負荷量が増加することはないこと（後述の参考資

料参照）。 

・北千葉導水路の導水量は、年度による変動が大きいため、運転開始後から現在ま

での 4年間の平均値を用いた。 

表 1.6.8 北千葉導水路を通じた利根川流域からの流入負荷量 

臨時的な導水 

年度 
常時導水流量

(m3/s) 
BOD①
(mg/L) 月 

年間実績
導水量 
(万 m3) 

BOD②
(mg/L)

BOD 年平均 
(mg/L) 

流入負荷量 
（kg/日） 

4 月 2.1

5 月 2.8

9 月 0.7
平成 13 年度 1.0 1.7

3 月

1,008

1.6

1.8 197

平成 14 年度 1.0 1.4 3 月 70 1.8 1.8 124

11 月 1.9

12 月 1.2平成 15 年度 1.0 1.9

3 月

1,709

1.3

1.5 234

4 月 2.2

5 月 1.9平成 16 年度 1.0 1.9

3 月

529

2.0

2 193

平均 － － － － － － 187
注）1.臨時的な導水は、利根川、江戸川の水質、流量の状況により実施している。 
  2.「BOD①」は BOD 年平均値（利根川：布川）である。 
  3.「BOD②」は BOD 月平均値（利根川：布川）である。 
  4.「BOD 年平均」は、「BOD②」の平均値である。 
  5.「流入負荷量」は常時導水による負荷と臨時的な導水による負荷の和である。なお、臨時的な導水による

負荷は、年間実績導水量×BOD 平均/365 で算出した。 
資料：1.江戸川河川事務所ホームページ及びヒアリング結果 

2.環境数値データベース（国立環境研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：環境数値データベース（国立環境研究所） 

図 1.6.7 布川の BOD 年平均値の経年変化 
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出典：江戸川河川事務所ホームページ 

参考図 北千葉導水路の概要 
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1.6.4  江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量 

江戸川下流(2)の発生負荷量と利根川からの流入負荷量を集計した水質汚濁負荷量

（BOD）は、表 1.6.11 及び図 1.6.9 に示すとおりである。 

 

なお、中川流域の発生負荷量は、中川と新中川に分岐後、新中川を経由して江戸川

下流(2)に流入する。中川から新中川への分岐の割合は、平和橋地点及び小岩大橋地点

の河川断面積をもとに求めた流量配分比率（新中川：中川＝0.28：0.72[H6、H13～H15

の平均値]）を参考に発生負荷量を配分した。 

なお、「1.7 江戸川下流(2)の将来水質」で用いる新中川の流量の算出方法は以下の

とおりである。 

①中川の飯塚橋（高砂橋より上流）の公共用水域水質調査結果を用いて、年度毎（平

成 7年度～12 年度は年間データ無し）に流量測定結果の平均値に中川水再生センタ

ーの排水量を加えて算出（表 1.6.9 参照、公共用水域水質測定地点概略図：図 1.6.8

参照） 

②中川の高砂橋付近で、本川と新中川が分流することから、各河川の断面積より流量

配分比率を算出（表 1.6.10 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.6.8 中川、新中川及び江戸川下流(2)の公共用水域水質測定地点 

表 1.6.9 中川の飯塚橋の流量 

調査地点 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均 

飯塚橋 138.85 － － － － － - 118.41 113.73 123.00 123.50

注）1.飯塚橋の流量は、各年度の全データの平均値である。 

2.H7～H12 年度は、データ無し又は毎月データが無かったため「－」とした。 

江戸川水門
(篠崎水門)

江戸川

江戸川下流(2)
（旧江戸川）

浦安橋

新中川

小岩大橋

高砂橋
平和橋

瑞穂大橋

飯塚橋

今井橋

江戸川水門

中川

凡例 

●：環境基準点 
○：補助点 
    ：対象水域（江戸川下流(2)） 

中川水再生 

センターからの 

排水 
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表 1.6.10 新中川の流量配分設定の結果 

調査地点 H6 H7～H12 H13 H14 H15 平均 

高砂橋の流量 140.59 － 120.54 115.83 125.07  125.51

①小岩大橋の川幅（ｍ） 80 － 80 80 80  80 

②小岩大橋の水深(m) 3.62 － 3.73 3.92 3.96  3.81 

③小岩大橋の断面積(m2) 

[①×②] 
289.60 － 298.40 313.60 316.80  304.60 

④平和橋の川幅（ｍ） 150 － 150 150 150  150 

⑤平和橋の水深(m) 4.77 － 5.29 5.63 5.40  5.27

⑥平和橋の断面積(m2) 

[④×⑤] 
715.50 － 793.50 844.50 810.00  790.88 

⑦小岩大橋（新中川）の 

断面積比率（流量配分比率） 

[③/(③＋⑥] 

0.29 － 0.27 0.27 0.28  0.28 

⑧平和橋（中川）の断面積 

比率（流量配分比率） 

[⑥/(③＋⑥] 

0.71 － 0.73 0.73 0.72  0.72 

⑧小岩大橋（新中川）の流量 

[高砂橋の流量×⑦] 
40.51 － 32.94 31.36 35.16  34.99 

注）1.高砂橋の流量は、飯塚橋の流量と中川水再生ｾﾝﾀｰの排水量の和である。 

     2.H7～H12 年度は、データ無し又は毎月データが無かったため対象外とした。 

     3.各地点の川幅は「利根川水系 中川・綾瀬川圏域河川整備計画（東京都管理区間）」（平成 18 年 3

月、東京都）より引用した。 

4.各地点の水深は、各年度の公共用水域水質測定結果を用いた。 
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表 1.6.11(1) 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量（BOD）：現況 

現況･平成 16 年度 

区    分 
○a 江戸川流域 ○b 中川流域 

501 人槽合併処理浄化槽面源 kg/日 0 0

201～500 人槽合併処理浄化槽面源 kg/日 0 0

200 人槽以下合併処理浄化槽 kg/日 667 446

501 人槽単独処理浄化槽面源 kg/日 0 0

201～500 人槽単独処理浄化槽面源 kg/日 0 0

200 人槽以下単独処理浄化槽 kg/日 516 513

その他分人口 kg/日 3 0

雑排水人口 kg/日 6,152 5,610

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
kg/日 54 993

生活系 

小計 kg/日 7,393 7,563

牛頭数 kg/日 22 48

豚頭数 kg/日 1 225

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） kg/日 0 0

家畜系 

小計 kg/日 23 273

山林面積 kg/日 7 1

水田面積 kg/日 5 44

畑面積 kg/日 10 24

その他面積 kg/日 3,958 4,285

土地系 

小計 kg/日 3,980 4,354

発 

生 

負 

荷 

量 

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） kg/日 653 105

関宿での分派（利根川①） kg/日 11,380 - 利根川から

の流入負荷

量 北千葉導水路（利根川②） kg/日 193 - 

合   計 kg/日 23,623 12,296

注）1.中川流域の発生負荷量は、流量配分比率（新中川：中川＝0.28：0.72）をもとに配分した結果である。 
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表 1.6.11 (2) 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量（BOD）：将来 

将来･平成 25 年度 
区    分 

○a 江戸川流域 ○b 中川流域 

501 人槽合併処理浄化槽面源 kg/日 0 0

201～500 人槽合併処理浄化槽面源 kg/日 0 0

200 人槽以下合併処理浄化槽 kg/日 486 427

501 人槽単独処理浄化槽面源 kg/日 0 0

201～500 人槽単独処理浄化槽面源 kg/日 0 0

200 人槽以下単独処理浄化槽 kg/日 383 273

その他分人口 kg/日 0 0

雑排水人口 kg/日 4,545 3,063

点源：下水道終末処理施設等 

（水質汚濁物質排出量総合調査） 
kg/日 56 1,271

生活系 

小計 kg/日 5,469 5,035

牛頭数 kg/日 22 48

豚頭数 kg/日 1 225

点源（水質汚濁物質排出量総合調査） kg/日 0 0 

家畜系 

小計 kg/日 23 273

山林面積 kg/日 5 1

水田面積 kg/日 3 41

畑面積 kg/日 8 21

その他面積 kg/日 4,219 4,616

土地系 

小計 kg/日 4,236 4,679

発 

生 

負 

荷 

量 

産業系 点源（水質汚濁物質排出量総合調査） kg/日 653 105

関宿での分派（利根川①） kg/日 12,010 - 利根川から

の流入負荷

量 北千葉導水路（利根川②） kg/日 187 - 

合   計 kg/日 22,578 10,093

注）1.中川流域の発生負荷量は、流量配分比率（新中川：中川＝0.28：0.72）をもとに配分した結果である。 
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注）1.生活系、家畜系、土地系及び産業系は○a 江戸川流域、○b
中川流域の合計である。 

  2.利根川①は関宿からの流入負荷量、利根川②は北千葉導

水路からの流入負荷量である。 

図 1.6.9 江戸川下流(2)の水質汚濁負荷量：BOD 

 

 

 

江戸川下流(2)：現況・平成16年度
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産業系
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江戸川下流(2)：将来・平成25年度
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1.7 江戸川下流(2)の将来水質 

1.7.1  将来水質予測手法 

江戸川下流(2)浦安橋の将来水質は、表 1.6.11 に示した将来発生汚濁負荷量に取水

により減じる負荷量（表 1.7.5 参照）を差し引いて将来の発生負荷量を算出し、表 

1.7.2、表 1.7.4 に示す平均流量、平均流出率を用いて将来水質を求めた。 

 

1.7.2  流出汚濁負荷量 

江戸川下流(2)の浦安橋の将来流出負荷量は、表 1.7.1～表 1.7.2 に示す平成 6年

から平成 15 年の BOD 年平均値と年平均流量を乗じて、表 1.7.3 に示すとおり算定し

た。 

なお、流量に関する最新データは、平成 15 年度であるため、流出汚濁負荷量、流出

率等の検討は、平成 15 年度までのデータに基づいた。 

 

表 1.7.1 江戸川中流(2)（浦安橋）の水質(BOD)の経年変化 （単位:mg/L） 

地点 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

浦安橋 3.6 2.9 2.9 2.6 2.5 2.4 2.1 2.3 2.3 2.0 2.6

 

表 1.7.2 江戸川中流(2)（浦安橋）の流量の経年変化 （単位:m3/s） 

地点 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均

江戸川 
水 門 

47.12 56.95 20.42 36.61 95.11 78.4 70.77 80.16 68.19 66.35 62.01

新中川
(小岩 
大橋) 

40.51 － － － － － － 32.94 31.36 35.16 34.99

浦安橋 87.63 － － － － － － 113.10 99.55 101.51 100.45

注）1.新中川の流量は、表 1.6.10 で算出した小岩大橋の流量である。なお、H7～H12 は、データ無し又は毎月デ

ータが無かったため「－」とした。 

  2.浦安橋は江戸川水門と新中川（小岩大橋）の流量の和である。 

 

表 1.7.3 江戸川中流(2)（浦安橋）の流出汚濁負荷量の経年変化 （単位:kg/日） 

地点 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均 

浦安橋 27,256 － － － － － － 22,475 19,784 17,541 21,764 

 

1.7.3  流出率 

江戸川下流(2)の浦安橋の流出率は、表 1.7.4 に示すように、発生負荷量と流出負

荷量の比を求め算定した。 

なお、発生負荷量については、表 1.7.5 に示す工業用水の取水により水域から減じ

られる負荷量を差し引いた。 
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表 1.7.4 江戸川下流(2)（浦安橋）の流出率の経年変化 

項 目 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 平均 

発生 
負荷量 

kg/日 48,500 47,402 41,945 40,206 46,074 46,297 43,915 38,691 37,852 37,046 42,793

流出 
負荷量 

kg/日 27,256 － － － － － － 22,475 19,784 17,541 21,764

流出率 0.562 － － － － － － 0.581 0.523 0.473 0.535

 

表 1.7.5 取水により減じる負荷量の算定方法及び算定結果 

流域 項目 算定方法 

取水量 【工業用水】 
（年間平均取水量：0.033m3/日=2.9×106L/日） 

浦安橋 

取水により減
じる負荷量 

（現況） 
取水量(2.9×106L/日)×各年の年平均値 

（将来） 
取水量(2.9×106L/日)×将来水質(2.0mg/L)＝6kg/日 
 

※将来水質＊は以下のように算出した。 
将来水質＝（将来の浦安橋に流出する負荷量）／（浦安橋の流量）

＝将来の浦安橋流域内で発生する負荷量×浦安橋の平均流
出率／（浦安橋の平均流量＋浦安橋流域における取水量
×浦安橋の平均流出率） 

＝32,671[kg/日]×0.535／{8,678.9×106[L/日]＋(2.9×
106)[L/日]×0.535}＝2.0mg/L 

注）1.取水量は、国土交通省資料を用いた。 

2.水道等の取水分は将来においても変わらないものとした。 

3.‘＊’[将来水質]は、流域内で減少する負荷量を過大に算定することがないように、取水により減じる負荷

量（水域内での減少量）を流域内で減少する負荷量として、流域内で発生する負荷量から差し引き、平均流

出率と平均流量を用いて算出した。 

 

1.7.4  将来の流出負荷量 

流域内の将来発生負荷量に平均流出率を乗じて、表 1.7.6 に示すとおり将来流出負

荷量を算定した。 

算定式は以下のとおりである。 

 

将来流出負荷量＝(将来発生負荷量[将来の流域内で発生する負荷量－取水により減

じる負荷量])×(平均流出率) 

※将来流出負荷量は、流域内で減少する負荷量を過大に算定することがないように、取水により減

じる負荷量（水域内での減少量）を流域内で減少する負荷量として捉え、流域内で発生する負荷

量から差し引き、平均流出率を乗じて算出した。 

 

表 1.7.6 江戸川下流(2)の将来流出負荷量 

項 目 浦安橋 

流域内 32,671 

取水 -6 

発生負荷量
(kg/日) 

合計 32,665 

平均流出率 0.535 

流出負荷量 17,476 


